
消
費
生
活
相
談
Q

A
&

くらしの110番

み
さ
と
文
芸

み
さ
と
文
芸

俳
句
と
短
歌
を
募
集
中
！

毎
月
５
日
ま
で
に
総
務
課
へ
お
届
け
く
だ
さ
い

【
事
例
１
】

　

車
の
バ
ッ
テ
リ
ー
が
上
が
り
、
自
身
も
会
員

で
あ
る
大
手
会
員
制
ロ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
を
検
索

し
た
。
検
索
結
果
上
位
に
そ
の
業
者
を
思
わ
せ

る
サ
イ
ト
が
あ
っ
た
の
で
電
話
を
し
た
。
来
た

業
者
は
バ
ッ
テ
リ
ー
充
電
に
７
万
円
と
い
う
の

で
、
会
員
な
ら
無
料
の
は
ず
だ
と
主
張
す
る
と
、

自
分
が
依
頼
し
た
つ
も
り
で
い
た
の
と
は
全
く

別
の
業
者
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

【
事
例
２
】

　

出
先
で
車
が
動
か
な
く
な
り
、
ネ
ッ
ト
で
大

手
会
員
制
ロ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
を
検
索
し
、
上
位

に
あ
っ
た
サ
イ
ト
が
そ
れ
だ
と
思
い
連
絡
し
た
。

や
っ
て
来
た
作
業
員
に
「
作
業
代
金
は
10
万
円
」

と
言
わ
れ
、
高
額
な
の
で
キ
ャ
ン
セ
ル
し
た
い

と
告
げ
る
と
「
キ
ャ
ン
セ
ル
料
は
４
万
円
」
と

威
圧
的
に
言
わ
れ
怖
い
思
い
を
し
た
。
相
手
は

私
が
検
索
し
た
大
手
会
員
制
ロ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス

と
は
関
係
な
い
業
者
だ
っ
た
。

■
困
っ
た
と
き
の
相
談
窓
口
は
…

　
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
　

☎
１
８
８
（「
１い
や
や

８
８
泣
き
寝
入
り
」
と
覚
え
て
く
だ
さ
い
。）

　
埼
玉
県
消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
熊
谷

　
　
☎
０
４
８
‐
５
２
４
‐
０
９
９
９

　
役
場
『
消
費
者
相
談
窓
口
』

　
　
☎
76
‐
５
１
３
３
（
農
林
商
工
課
内
）

　

自
動
車
の
故
障
等
が
生
じ
た
場
合
、
消
費
者
自

身
で
対
処
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
や

修
理
業
者
、
ロ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
と
い
っ
た
専
門
の

事
業
者
に
依
頼
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
急
な
事
態
に
慌
て
て
し
ま
い
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
ら
わ
し
い
広
告
を
見
て
依

頼
し
、
想
定
外
の
高
額
な
請
求
を
受
け
た
と
い
っ

た
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
落
ち
着
い
て
対
処
す
る
こ
と
が
大
切

で
す
。

【
消
費
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
】

・
い
ざ
と
言
う
時
に
慌
て
な
く
て
す
む
よ
う
に
、

契
約
し
て
い
る
自
動
車
保
険
会
社
や
信
頼
で

き
る
ロ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
連
絡
先
と
、

サ
ー
ビ
ス
内
容
を
把
握
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

・
依
頼
す
る
前
に
事
業
者
名
、
作
業
内
容
、
代

金
、
キ
ャ
ン
セ
ル
料
等
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

・
現
場
の
突
然
の
高
額
請
求
に
納
得
で
き
な
い
場

合
は
説
明
を
求
め
ま
し
ょ
う
。
納
得
で
き
る
金

額
で
あ
れ
ば
支
払
う
意
思
が
あ
る
こ
と
は
伝
え

た
上
で
、
そ
の
場
で
の
支
払
い
は
き
っ
ぱ
り
と

断
り
ま
し
ょ
う
。

・
支
払
っ
た
後
で
も
解
約
を
交
渉
で
き
る
ケ
ー
ス

も
あ
る
も
の
の
、
誠
実
な
対
応
を
望
め
な
い

よ
う
な
業
者
の
場
合
は
返
金
が
困
難
に
な
り
ま

す
。

俳
句
・
短
歌
の
投
稿
に
は
、
住
所
・
氏
名
・
連
絡
先
・
ふ
り
が
な
等
を
必
ず
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

ロ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
の
思
わ
ぬ
高
額
請
求

ト
ラ
ブ
ル　
依
頼
し
た
つ
も
り
の
事
業

者
と
全
く
別
の
業
者
だ
っ
た
！

①利用申請
総合支援システ
ムで利用申請

③初回面談
総合支援システ
ムで利用施設へ
予約し面談を実

施

②利用認定
町で利用者に対
して総合支援シ
ステムのアカウ
ントを発行

④利用予約
総合支援システ
ムで利用予約

　「こども誰でも通園制度」は保育所などに通っていない満３歳未満のこどもが、利用可能時間の中で保
護者の就労要件を問わずに保育園などを利用できる制度です。

■対象児
　町内在住で保育所などの施設に在籍していない、０歳６か月から満３歳未満のこども
■利用時間
　１人１か月あたり 10 時間まで利用可能
■利用料金
　実施園によって異なります
　※食事・おやつの提供がある場合などは、その他実費で費用負担あり
■実施施設

　※ 通常保育の定員内で在園児と一緒の部屋で預かります。通常保育で空きがなくなった場合は受入を停
止します。

■利用方法

松久保育園 駒衣109番地
みさと保育園 白石1342番地２
ようりん保育園 下児玉545番地28
幼保連携型認定こども園　美里さくら幼稚園 阿那志273番地１

問合せ＝こども未来課　こども福祉係　☎76-2277

４月から が始まります！

⑤利用開始

短
歌

俳
句

冷ひ

え
込こ

み
て
窓ま

ど

を
開あ

け
れ
ば
雪ゆ

き

の
朝あ

さ

白し
ろ

い
世せ

か

い界
に
驚お

ど
ろ

き
て
見み

ゆ

小（
大

　仏
）林
カ
ツ
子

新し
ん
し
ゅ
ん春

の
箏そ

う
き
ょ
く
か
い

曲
会
に
招ま

ね

か
る
る
奏そ

う
し
ゃ者

の
姿す

が
た

と
曲き

ょ
く

に
酔よ

い
し
れ

福（
駒

　衣
）島

惠
美
子

今い
ま

も
な
お
原げ

ん
ば
く爆

ド
ー
ム
佇た

た
ず

み
て
四し

ひ
ょ
う表

の
静せ

い
ひ
つ謐

静し
ず

か
に
祈い

の

る
原（

下
児
玉
）田　

淳
子

国こ
く
ほ
う宝

に
魅ひ

か
れ
し
孫ま

ご

の
そ
の
理わ

け由
は
七し

ち
て
ん顛

八は

っ

き起
の
芸げ

い

の
み
が
き
か

有（
中

　里
）馬　

康
博

蝋ろ
う
ば
い梅

の
花は

な

の
香か

お

り
が
風か

ぜ

に
乗の

り
静し

ず

か
な
庭に

わ

に
我わ

れ

は
た
た
ず
む

有（
中

　里
）馬　

千
代

「
特
別
プ
ラ
ン
の
ご
案
内
」
横
目
で
桜
満
開
パ
ン
フ
の
表
紙

丸（
駒

　衣
）山　

好
子

病や
ま
い

癒い

え
我わ

れ

の
膝ひ

ざ

に
て
微ま

ど

睡ろ

み
る
や
せ
し
飼か

い
猫ね

こ

幸し
あ
わ

せ
か
問と

う

清（
大

　仏
）水

ミ
ヨ
子

春は
る

暑あ
つ

し
猫ね

こ

カ
フ
ェ
の
猫ね

こ

人ひ
と

嫌ぎ
ら

ひ

飯（
白

　石
）野

佳
代
子

雨
上
り
媼
の
庭
の
花
す
み
れ

飯（
古

　郡
）尾　

君
江

バ
ス
停
や
梅
花
仰
げ
ば
宵
の
月

𠮷（
小
茂
田
）田　
恒
市

このゴミは 状態です

誤った分別を直して、
同じ認定袋で収集を再依頼
する場合、 と日付を記入
ください

分別が必要（火災の要因）

分別が必要（火災の要因）

ごみの出し方を考える必要があります

粗大ごみ・家電リサイクル法の対象品

①児玉郡市認定袋でない ②可燃と不燃の分別がない

・収集対象外（ ）
【持ち帰り、処理方法を確認ください】

ごみ分別を再確認ください【美里町・行政区】 不審な投棄物は児玉警察署（ 7 2 - 0 1 1 0 ） へ連絡！

✓
【スプレー缶】
【ライター（プラスチック製）】 可燃ごみの分類

資源物の分類（町西側駐車場に常設あり）

【乾電池・蛍光管】
【充電式製品（リチウム電池類）】

有害ごみ

変形がある場合、直ちに小山川クリーンセンターへ搬入

総務課窓口（はがきサイズまで）へ渡す

の分類（町西側駐車場に常設あり）

収集できない

変形がない場合、小型家電等回収イベント（大きさ問わず）

原因の確認日 月 日

再収集依頼の記入欄
月 日

分別を直し、認定袋で収集を再依頼します

ごみ分別は、以下の①～③で確認できます
①町HP ②ごみ分別アプリ ③ごみ分別辞典
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「収集できないごみ」へ貼るシールが変わります
　このシールは、分別が不適切なごみや危険物が含
まれている場合などに貼付し、収集できない理由を
お知らせするものです。特に、スプレー缶やリチウ
ムイオン電池などが適切に処理されていない場合、
収集車や処理施設での火災につながるおそれがあり
ます。
　火災や事故を防ぐためにも、ごみの分別ルールの
徹底にご協力をお願いします。

主な変更点は、以下のとおりです。
・ 大きさは、A4サイズで、文字を大きくしました（旧
サイズは、A5）
・ 主な分別誤りのものに、分別や排出方法を記載しま
した 問合せ＝総務課　生活環境係　☎76-1115

19  令和８年４月 広報みさと４月号　№657 18  
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